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1 経営戦略見直しの趣旨 

1.1 策定目的 

熱海市公共下水道事業は、昭和 26 年 1 月に認可を取得し、予定処理区域 51.479ha、予定処理

人口 9,765 人として開始しました。 

それ以降、昭和 30～40 年代の観光地としての発展とともに令和 4 年 3 月の計画変更までの間、

拡張に伴う事業認可と施設整備を重ね、今日の事業計画では計画処理区域面積 1,029ha、計画処

理人口 23,100 人となっています。 

豊かな自然環境を活かした観光産業が盛んな本市においては、下水道等の整備による公共用水

域の水質保全が重要ですが、処理区域内の人口減少や節水志向による下水道使用料の減少、施設

の老朽化による更新需要の増大等、本市の公共下水道事業を取りまく状況は大変厳しいものとな

っています。 

このような中、公共下水道事業が、将来にわたってもサービスの提供を安定的に継続すること

が可能となるよう、中長期的な経営の基本計画である『熱海市公共下水道事業経営戦略』を平成

30 年 3 月に策定しました。策定から 5 年が経過し、社会情勢の変化や下水道事業の進展を踏ま

え、これを見直します。 

 

1.2 位置付け 

 経営戦略の策定にあたっては、市の上位計画である『第五次熱海市総合計画』および『熱海市

公共施設等総合管理計画』、ならびに公共下水道事業の上位計画である『熱海市公共下水道事業基

本計画』および『熱海市公共下水道事業計画』との整合を図ります。 

 

1.3 計画概要 

(1)団 体 名：静岡県熱海市 

(2)事 業 名：熱海市公共下水道事業 

(3)計画期間：令和 5 年度～令和 14 年度（10 年間） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          図 1.1 経営戦略の位置付け 

第五次熱海市総合計画

熱海市公共施設等総合管理計画

• 熱海市公共下水道事業 基本計画

• 熱海市公共下水道事業計画

熱海市公共下水道事業 経営戦略
経営の基本方針、目標など

具体的な取り組みへ展開

上位計画との整合
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2 下水道事業の現況 

2.1 下水道事業の現況 

2.1.1 施設 

 熱海市公共下水道事業の現況は次のとおりです。 

 

表 2.1 下水道事業の現況 

項目 現況内容 

供用開始年度 昭和 27 年度（供用開始後 70 年経過） 

地方公営企業法の適用 全部適用 

処理区域内人口など 

処 理 区 域 面 積：788.43ha ※令和 3 年度実績値 

処 理 区 域 内 人 口 ：23,933 人 ※令和 3 年度実績値 

処理区域内人口密度：23,933 人/788.43 ha≒30.4 人/ha 

下水道の種類 単独公共下水道 

処理区 熱海処理区、泉処理区 

下水道施設 
処 理 場：熱海市浄水管理センター 

ポンプ場：伊豆山浜中継ポンプ場、南熱海中継ポンプ場 

広域化、共同化、最適化

の実施状況※ 

広 域 化 ：該当なし 

共 同 化 ：該当なし 

最 適 化 ：泉処理区は昭和 61 年度から神奈川県の湯河原町公共

下水道へ接続し処理を委託 

 

 

【Point】 

『広域化』とは、他の自治体との事業統合や処理地域の統合、流域下水道への接続等で運営を効率化する

ことです。 

『共同化』とは、複数の自治体で共同して使用する施設の建設(定住自立圏構想や連携中枢都市圏に基づ

くものを含む)、広域化・共同化を推進するための計画に基づき実施する施設の整備(総務副大臣通知)、事

務の一部を共同して管理・執行する場合(料金徴収等の事務の一部を事務組合によって実施する場合等)を

指します。 

『最適化』とは、①他の事業との統廃合、②公共下水道・集落排水・浄化槽等の各種処理施設の中から、

地理的・社会的条件に応じて最適なものを選択すること(処理区の統廃合を含む)、③施設の統廃合(処理区

の統廃合を伴わない)を指します。 
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2.1.2 使用料 

（1）一般汚水の使用料体系 

 一般汚水の使用料体系は次のとおりです。 

 基本料金と従量使用料（超過料金）の二部使用料制を採用しています。基本使用料に基本水量

を含んでおり、超過料金は累進制となっています。 

 

表 2.2 下水道使用料金表（税込） 

 

 

（2）その他の使用料体系 

 温泉汚水の使用料体系は次のとおりです。 

温泉汚水 1m3につき 97 円 

※公衆浴場(共同浴場を含む)の使用については、汚水排出量の 10分の 5に相当する料金を減額します。

ただし、営利を目的としない共同浴場の使用については、10 分の 7 に相当する料金を減額します。 

 

（3）条例上の使用料 

1 ヵ月 20m3当たりの過去 3 年度分の推移は、次のとおりです。本市の下水道使用料は、消費税

率改訂により、令和 2 年 1 月分から現行の料金となっています。 

 

表 2.3 条例上の使用料（税込） 

 

 

 

 

  

基本水量 基本料金 超過水量
超過料金

(1m3につき)

11m3～20m3 26円

21m3～300m3 147円

301m3～l,000m3 160円

1,001m3以上 174円

 ②使用者が、各年の1月1日現在において熱海市の住民基本台帳に記載されている70歳以上の者である

　こと、またはその者と同一世帯に属している者であること。

10m3まで 2,827円

使用料（1ヵ月につき）

※下水道使用料減免措置制度…次に掲げる要件をすべて満たす場合、下水道使用料を月額2,200円として

　います。

 ①1ヵ月の下水道使用量が10m
3
以下であること。

年度 金額

R1 3,025円

R2 3,087円

R3 3,087円

※消費税率の改訂に伴い、令和2年1月より適用。
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2.1.3 組織 

本市の下水道事業の組織体制は図 2.1 に示すとおりです。 

 令和 4 年 4 月 1 日現在の下水道職員は技術職 5 名と事務職 3 名の合計 8 名で構成されていま

す。下水道業務の運営は下水道課の 1 課体制で行っています。 

 

 

図 2.1 組織図（令和 4年 4 月 1 日現在） 

 

 

  

市 長 (公営企業管理者の権限を有する)

浄水管理センター所長を兼務

政策企画監を兼務 室長は課長補佐を兼務

室長は水道技術管理者を兼務

南熱海営業所

泉営業所

7名

(会計年度任用職員含む)

工務施設室 15名

水道温泉課 23名

・課長 1名 経営企画室

経営企画室 3名

公営企業部 32名

施設室 4名

1名公営企業部長

下水道課 8名

・課長 1名
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2.2 これまでの取り組み 

 現在の下水道事業における民間活力や資産の活用状況は次のとおりです。 

 

表 2.4 民間活力・資産の活用状況 

項目 活用状況 

民間活力の 

活用 

民間委託 

  平成 19 年度より下水道使用料の徴収業務を民間

委託しています。 

  平成 21 年度より処理場・ポンプ場の運転管理業務

を包括的民間委託しています。 

指定管理者制度 該当なし 

PPP/PFI 該当なし 

資産の 

活用 

エネルギー利用 該当なし 

土地・施設など利用 該当なし 

 

2.3 現状分析 

現状分析は、本市の下水道事業における経営および施設の状況を表す経営指標を活用し、事業

規模の類似する団体との比較・特徴の分析を行い、現状の課題を的確に把握するために行います。 

現状分析に使用する経営指標は、総務省が定めるもの及び下水道事業の特性を十分に踏まえたも

のを用います。 

 

2.3.1 経営指標 

下水道事業経営指標は、総務省が行う地方公営企業決算状況調査の結果に基づき、収益性、資

産・財務状況、効率性・生産性等の多様な観点から下水道事業を分析したものであり、経営比較

分析表として平成 28 年度決算より熱海市ホームページにて公表しています。 

本指標は、各下水道事業をいくつかの要素により類型化し、同類型に属する事業体および類型

ごとの平均値を一覧として示しています。そのため、個々の事業体は経営環境の類似した事業体

の平均値および全国平均値との比較を行うことにより、自らの事業体の特徴や問題点を把握する

ことができます。 

 

【類似団体区分(公共下水道事業)】 

公共下水道事業の類似団体区分については、処理区域内人口別区分、処理区域内人口密度別区

分、供用開始後年数別区分により類型化されています。 

熱海市公共下水道事業は、以下の区分に該当し、類似団体区分は『Cc1』となります。 

 

① 処理区域内人ロ⇒3 万人未満 

② 処理区域内人ロ密度⇒25 人/ha 以上 

③ 供用開始後年数⇒30年以上 
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 類似団体区分一覧表を次に示します。 

 

表 2.5 類似団体区分一覧表（公表下水道） 

 

 

 

  

〈処理区域内人口区分〉 〈処理区域内人口密度区分〉 〈供用開始後年数別区分〉 〈類似団体区分〉

Ad

政令市等

Aa

Ab

Ac1

Ac2

Cc3

Cd1

Cd2

Cd3

1 30年以上

2 30年未満

Bd2

Ca

Cb1

Cb2

Cb3

Cc1

Ba

Bb1

Bb2

Bc1

1 30年以上

2 30年未満

1 30年以上

2 30年未満

Cc2

Bc2

Bd1

3 15年未満

1 30年以上

2 30年未満

1 30年以上

2 15年以上

3 15年未満

1 30年以上

2 15年以上

3 15年未満

1 30年以上

2 15年以上

b 50人/ha以上 

c 25人/ha以上 

d 25人/ha未満 

a 100人/ha以上

b 75人/ha以上 

c 50人/ha以上 

d 50人/ha未満 

a 100人/ha以上

b 75人/ha以上 

政令市等

A 10万人以上

B 3万人以上 

C 3万人未満

c 50人/ha以上 

d 50人/ha未満 

a 75人/ha以上 
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表 2.6 経営指標一覧表（公共下水道・法適用企業） 

 

 

 

  

H29 H30 R1 R2 R3

経常収支比率 実績値 120.95 110.12 113.25 119.14 121.86

累積欠損金比率 実績値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

流動比率 実績値 63.23 70.07 84.36 87.77 97.06

企業債残高対事業規模比率 実績値 651.16 615.82 593.27 609.41 570.03

経費回収率 実績値 100.00 99.69 100.00 100.00 100.00

汚水処理原価 実績値 165.93 167.11 166.48 168.49 169.36

施設利用率 実績値 36.38 35.88 36.63 30.08 31.18

水洗化率 実績値 87.97 87.94 87.95 87.94 88.04

有形固定資産減価償却率 実績値 48.21 50.35 51.14 51.63 52.72

管渠老朽化率 実績値 11.61 13.43 16.21 19.56 20.62

管渠改善率 実績値 0.38 0.28 0.23 0.26 0.16

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。

算出式

算出式

算出式

6

7

8

9

単位
年度

経常収益
経常費用

当年度未処理欠損金
営業収益−受託工事収益

算出式

算出式

算出式

算出式

算出式

算出式

算出式

算出式

平均値

平均値

平均値

平均値

平均値

平均値

流動資産
流動負債

現在水洗便所設置済人口
現在処理区域内人口

有形固定資産減価償却累計額

平均値

平均値

平均値

平均値

×100

×100

改善(更新・改良・維持)管渠延長
下水道布設延長

企業債現在高合計−一般会計負担額
営業収益−受託工事収益−雨水処理負担金

×100

×100

下水道使用料
汚水処理費(公費負担分を除く)

汚水処理費(公費負担分を除く)
年間有収汚水量

晴天時一日平均処理水量
晴天時現在処理能力

下水道布設延長

平均値

10

11

％

％

％

％

％

％

％

×100
1

2

3

4

5

×100

×100

×100

×100

×100

×100

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価

法定耐用年数を経過した管渠延長

81.33 80.81 68.17 55.60 59.40

799.11 768.62 789.44 789.08 747.84

105.53 105.06 106.81 106.50 106.22

39.08 41.56 34.40 18.36 18.01

180.07 179.32 176.67 176.37 173.17

％

％

％

％

29.50 30.60 29.23 20.78 23.54

58.40 58.00 57.42 56.72 56.43

指標区分

経
営
の
健
全
性
・
効
率
性

老
朽
化
の
状
況

1.92 1.83 1.37 1.34 1.50

0.23 0.21 0.17 0.15 0.15

89.68 89.79 90.42 90.72 91.07

87.69 88.06 87.29 88.25 90.17
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2.3.2 経営分析 

（1）経常収支比率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 

経常収支比率は、当該年度における使用料収入や一般会計からの繰入金等の

収益で、維持管理費や支払利息等の費用をどの程度賄えているか（経常損益）

を表す指標です。 

当該指標は 100％以上（単年度の収支が黒字であることを表す）となってい

る必要があります。数値が 100％未満の場合、単年度の収支が赤字であること

を示していますので、経営改善に向けた取り組みが必要です。 

熱海市の場合 

本市の経常収支比率は、5年間の実績において類似団体の平均値を上回って

おり、毎年 100％を超えて黒字となっています。 

今後も事業の更なる効率化を進めることで費用を削減し、施設更新に充てる

財源も確保しつつ、健全経営が継続できるように努めなければいけません。 

 

表 2.7 経常収支比率 

 

 

図 2.2 経常収支比率  

経常収益(円)

経常費用(円)
×100経常収支比率(％)=

経常収益 経常費用 経常収支比率 平均値

(千円） (千円） (%) (%)

H29 2,040,545 1,687,147 120.95 105.53

H30 1,936,302 1,758,349 110.12 105.06

R1 1,935,556 1,709,055 113.25 106.81

R2 1,779,018 1,493,246 119.14 106.50

R3 1,803,043 1,479,584 121.86 106.22

年度

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。

120.95
110.12 113.25 119.14 121.86

105.53 105.06 106.81 106.50 106.22

0
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100

120

140

160

H29 H30 R1 R2 R3

経
常
収
支
比
率

年度

熱海市実績値 類似団体[Cc1]平均値

(％)
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（2）累計欠損金比率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 営業収支に対する累積欠損金（営業活動により生じた損失で、前年度からの

繰越利益余剰金等でも補塡することができず、複数年度にわたって累積した損

失のこと）の状況を示す指標です。 

当該指標は、累積欠損金が発生していないことを示す 0％であることが求め

られます。累積欠損金を有している場合は経営の健全性に問題があるといえま

すので、経年の状況を踏まえながら 0％となるよう経営改善を図っていく必要

があります。 

熱海市の場合 本市の累計欠損金比率は、過去 5 年間の実績において毎年 0％となってお

り、経営の健全性に問題はないといえます。 

 

表 2.8 累計欠損金比率 

 

 

  

当年度未処理欠損金(円)

営業収益(円)－受託工事収益(円)
×100累計欠損金比率(％)=

当年度未処理
欠損金

営業収益 受託工事収益 累積欠損金比率 平均値

(千円） (千円） (千円） (%) (%)

H29 0 1,173,121 0 0.00 39.08

H30 0 1,156,905 0 0.00 41.56

R1 0 1,147,142 0 0.00 34.40

R2 0 1,030,720 0 0.00 18.36

R3 0 1,021,429 0 0.00 18.01

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。

年度
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（3）流動比率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 流動比率は、短期的な債務に対する支払い能力を示す指標です。 

当該指標は、1 年以内に支払うべき債務（流動負債）に対して 1 年以内に現

金化できる資産（流動資産）がある状況かを示しており、100％以上であるこ

とが必要です。一般的に 100％を下回るということは、流動資産で流動負債を

賄えておらず、支払能力を高めるための経営改善を図る必要があります。 

ただし、100％未満であっても、流動負債には建設改良費等に充てられた企

業債等が含まれており、これらの財源により整備された施設で、償還の原資を

将来の下水道収益等により得ることが予定されている場合には、一概に支払能

力がないとは言えない点も踏まえ、分析を行う必要があります。 

熱海市の場合 本市の流動比率は、過去 5 年間の実績において 63％から 97％へ上昇してい

るものの、100％を下回っており、短期的な負債を抱えている状況です。しか

し、流動負債には建設改良費に充てられた企業債等が含まれており、償還の原

資は将来の下水道収益等によって得る見通しとなっていますので、100％を下

回ることはやむを得ない状況です。 

そのような背景はあるものの、毎年上昇している状況であり、今後も支払能

力を高めるため、継続して事業効率化に取り組む必要があります。 

表 2.9 流動比率 

 

 

図 2.3 流動比率  

流動資産(円)

流動負債(円)
流動比率(％)= ×100

流動資産 流動負債 流動比率 平均値

(千円） (千円） (%) (%)

H29 746,091 1,179,910 63.23 81.33

H30 825,156 1,177,567 70.07 80.81

R1 1,261,226 1,495,051 84.36 68.17

R2 1,006,061 1,146,272 87.77 55.60

R3 1,080,417 1,113,199 97.06 59.40

年度

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（4）企業債残高対事業規模比率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 企業債残高対事業規模比率は、使用料収入に対する企業債残高の割合であ

り、企業債残高の規模を示す指標です。 

当該指標は、明確な数値基準がないため、経年比較や類似団体との比較等に

より自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか対

外的に説明できることが求められます。 

熱海市の場合 本市の企業債残高対事業規模比率は、減少傾向にあります。 

今後も必要な施設更新等を先送りすることなく、また適切な投資規模と使用

料水準を維持しつつ事業を運営していく必要があります。 

 

表 2.10 企業債残高対事業規模比率 

 

 

図 2.4 企業債残高対事業規模比率 

  

企業債残高対事業規模比率(％)＝

×100
企業債現在高合計(円)－一般会計負担額(円)

営業収益(円)－受託工事収益(円)－雨水処理負担金(円)

企業債現在高
一般会計
負担額

営業収益
受託工事

収益
雨水処理
負担金

企業債残高対
事業規模比率

平均値

(千円） (千円） (千円） (千円） (千円） (%) (%)

H29 7,658,483 15,246 1,173,794 0 0 651.16 799.11

H30 7,128,347 0 1,157,545 0 0 615.82 768.62

R1 6,816,721 5,700 1,148,057 0 0 593.27 789.44

R2 6,446,870 5,700 1,056,947 0 0 609.41 789.08

R3 5,959,736 5,700 1,044,512 0 0 570.03 747.84

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（5）経費回収率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 経費回収率は、汚水処理に関わる費用が使用料でどの程度賄えているかを表

した指標であり、使用料水準等を評価する指標です。 

当該指標は 100％以上（使用料で回収すべき経費をすべて使用料で賄えてい

る状況を示す）であることが必要です。数値が 100％を下回っている場合、汚

水処理に関わる費用が使用料以外により賄われていることを意味するため、適

正な使用料収入の確保および汚水処理費の削減が必要となります。 

熱海市の場合 本市の経費回収率は、平成 30 年度に若干 100％（使用料収入＝汚水処理費）

を下回るものの、その他の 4 年間では 100％となっていることから、汚水処理

に関わる費用は使用料収入で概ね賄えています。類似団体の平均値を上回って

いることから、本市の使用料水準は適正といえます。 

今後も効率的な施設運営による汚水処理費の削減を図りつつ、使用料収入と

汚水処理のバランスを配慮し、適正な使用料水準を維持する必要があります。 

 

表 2.11 経費回収率 

 

 

図 2.5 経費回収率  

下水道使用料(円)

汚水処理費(公費負担分を除く)(円)
経費回収率(％)= ×100

下水道使用料
汚水処理費

(公費負担分を除く）
経費回収率 平均値

(千円） (千円） (%) (%)

H29 1,173,121 1,173,121 100.00 87.69

H30 1,156,905 1,160,466 99.69 88.06

R1 1,147,142 1,147,142 100.00 87.29

R2 1,030,720 1,030,720 100.00 88.25

R3 1,021,429 1,021,429 100.00 90.17

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（6）汚水処理原価 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 汚水処理原価は年間有収汚水量 1m3当りの汚水処理に要した費用であり、汚

水資本費、汚水維持管理費の両方を含めた汚水処理に関わる費用を表した指標

です。 

当該指標には明確な数値基準がないため、経年比較や類似団体との比較等に

より自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか対

外的に説明できることが求められます。 

例えば、地理的要因等によって構造上汚水処理費が高くなる場合もあります

が、このような場合には、より最適な処理方法を検討し実施するといった経営

改善も検討する必要があります。 

熱海市の場合 過去 5 年間の実績は 165～170 円で推移しており、類似団体の平均値と比較

すると低い水準です。 

 効率的な施設運営や雨天時侵入水の削減による汚水処理費用の削減を図り

つつ、接続率の向上による有収汚水量増加に取り組み、汚水処理原価の低減に

努める必要があります。 

 

表 2.12 汚水処理原価 

 

 
図 2.6 汚水処理原価  

汚水処理費(公費負担分を除く)(円)

年間有収汚水量(m3)
汚水処理原価(円/m3)= ×100

汚水処理費
(公費負担分を除く）

年間有収
汚水量

汚水処理
原価

平均値

(千円） (m3) (円/m3） (円/m3）

H29 1,173,121 7,069,984 165.93 180.07

H30 1,160,466 6,944,146 167.11 179.32

R1 1,147,142 6,890,754 166.48 176.67

R2 1,030,720 6,117,422 168.49 176.37

R3 1,021,429 6,031,008 169.36 173.17

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（7）施設利用率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 施設利用率は、施設・設備が一日に対応可能な処理能力に対する一日平均汚

水処理水量の割合であり、施設の利用状況や適性規模を判断する指標です。 

当該指標は、明確な数値基準がありませんが、一般的には高い数値であるこ

とが望まれます。 

指標値が低く、施設が遊休状態または過大なスペックとなっている場合に

は、計画処理能力、施設の耐用年数等を踏まえ、必要に応じて近隣施設との統

廃合等により適切な施設規模を維持する必要があります。 

熱海市の場合 本市の施設利用率は、過去 5 年間の実績において 30～36％を推移しており、

類似団体の平均値と比較しても大幅に下回っています。これは施設が遊休状態

または過大なスペックとなっていることを意味します。 

今後の少子高齢化に伴い計画汚水量は減少傾向にあるため、将来の施設更新

時に規模を適正化する必要があります。 

 

表 2.13 施設利用率 

 

 

図 2.7 施設利用率  

晴天時一日平均処理水量(m3/日)

晴天時現在処理能力(m3/日)
施設利用率(％)= ×100

晴天時一日平均
処理水量

晴天時
現在処理能力

施設利用率 平均値

(m3/日) (m3/日) (%) (%)

H29 16,373 45,000 36.38 58.40

H30 16,146 45,000 35.88 58.00

R1 16,484 45,000 36.63 57.42

R2 13,537 45,000 30.08 56.72

R3 14,033 45,000 31.18 56.43

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（8）水洗化率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 水洗化率は、処理可能人口のうち、実際に水洗便所を設置して汚水処理をし

ている人口の割合を表した指標です。 

当該指標は、公共用水域の水質保全や使用料収入の増加等の観点から、100％

となっていることが望まれます。一般的に、数値が 100％未満である場合には、

汚水処理が適切に行われておらず、水質保全の観点から問題が生じる可能性が

あることや、使用料収入の増加を図るため、水洗化率向上の取り組みが必要で

す。 

熱海市の場合 本市の水洗化率は、過去 5 年間の実績において 88％前後で推移しており、

類似団体の平均値と比較すると若干低い指標値となっています。 

当該指標の向上を図るには、未整備区域への管渠を整備し、公共下水道を使

用していただくことが効果的ですが、地理的要因等による費用の増大も懸念さ

れるため、費用対効果を検証し、将来の見込みも踏まえた計画策定を行う必要

があります。 

 

表 2.14 水洗化率 

 

 

図 2.8 水洗化率  

現在水洗便所設置済人口(人)

現在処理区域内人口(人)
水洗化率(％)= ×100

現在水洗便所
設置済人口

現在処理
区域内人口

水洗化率 平均値

(人) (人) (%) (%)

H29 22,061 25,078 87.97 89.68

H30 21,929 24,936 87.94 89.79

R1 21,782 24,766 87.95 90.42

R2 21,453 24,396 87.94 90.72

R3 21,071 23,933 88.04 91.07

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（9）有形固定資産減価償却率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 有形固定資産減価償却率は、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却が

どの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合いを表します。 

当該指標には明確な数値基準はありませんが、経年比較や類似団体との比較

等により自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっている

か対外的に説明できることが求められます。 

一般的には、数値が高いほど法定耐用年数に近い資産が多いことを示してお

り、将来の施設の改築（更新・長寿命化）等の必要性を推測することができま

す。 

また、他の老朽化を示す指標である管渠老朽化率や管渠改善率の状況を踏ま

えて分析する必要があり、施設の改築等の必要性が高い場合には、改築等の財

源確保や経営に与える影響等を踏まえた分析を行う必要があります。 

なお、長寿命化に取り組んでいる団体においては、分析の際にそれらの効果

についても留意が必要です。 

熱海市の場合 本市の有形固定資産減価償却率は、48％から 52％へ上昇しており、類似団

体の平均値と比較すると大幅に上回っています。 

年々、法定耐用年数に近い資産が増加している状況にあり、計画的な施設の

改築事業を進める必要があります。 

 

  

有形固定資産減価償却率(％)＝

有形固定資産減価償却累計額(円)

有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価(円)
×100
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表 2.15 有形固定資産減価償却率 

 

 

図 2.9 有形固定資産減価償却率 

  

有形固定資産
減価償却累計額

有形固定資産のうち
償却対象資産帳簿原価

有形固定資産
減価償却率

平均値

(千円) (千円) (%) (%)

H29 20,413,399 42,342,819 48.21 29.50

H30 21,386,759 42,472,947 50.35 30.60

R1 21,825,351 42,677,220 51.14 29.23

R2 21,985,141 42,578,836 51.63 20.78

R3 22,525,550 42,725,224 52.72 23.54

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（10）管渠老朽化率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 管渠老朽化率は、法定耐用年数を超えた管渠延長の割合を表した指標で、管

渠の老朽化度合を示しています。 

当該指標には明確な数値基準がないため、経年比較や類似団体との比較等に

より自団体の置かれている状況を把握・分析し、適切な数値となっているか対

外的に説明できることが求められます。 

一般的には、数値が高い場合には法定耐用年数を経過した管渠を多く保有し

ており、管渠の改築等の必要性が推測されます。 

熱海市の場合 本市の管渠老朽化率は年々上昇傾向にあり、令和 3 年度で 20％程度となっ

ており、類似団体の平均値を大幅に上回っています。 

本市の管渠は昭和 40 年代から急激に整備が進められたため、今後はそれら

の管渠が一斉に法定耐用年数を迎え、管渠老朽化率の上昇率はこれまで以上と

なります。 

そのため、施設の予防保全のための修繕や事業費の平準化を図り、計画的か

つ効率的な維持修繕・改築に取り組む必要があります。 

 

表 2.16 管渠老朽化率 

 

 
図 2.10 管渠老朽化率  

法定耐用年数を経過した管渠延長(km)

下水道布設延長(km)
管渠老朽化率(％)= ×100

法定耐用年数を
経過した管渠延長

下水道
布設延長

管渠老朽化率 平均値

(km) (km) (%) (%)

H29 14.74 127 11.61 1.92

H30 17.05 127 13.43 1.83

R1 20.59 127 16.21 1.37

R2 25.04 128 19.56 1.34

R3 26.39 128 20.62 1.50

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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（11）管渠改善率 

算 出 式 

 

指 標 の 見 方 管渠改善率は、当該年度に更新した管渠延長の割合を表した指標で、管渠の

更新ペースや状況を把握することができます。 

当該指標には明確な数値基準はありませんが、数値が 2％の場合、すべての

管路を更新するのに 50 年を要するペースであることを意味します。数値が低

い場合、耐震性や今後の更新投資の見通しを含め、対外的に説明できることが

求められます。 

熱海市の場合  管渠老朽化率は確実な上昇傾向にあるため、施設の予防保全のための修繕や

事業費の平準化を図り、計画的かつ効率的な維持修繕・改築に取り組む必要が

あります。 

 

表 2.17 管渠改善率 

 

 

図 2.11 管渠改善率 

改善(更新・改良・維持)管渠延長(km)

下水道布設延長(km)
管渠改善率(％)= ×100

改善管渠延長 下水道布設延長 管渠改善率 平均値

(km) (km) (%) (%)

H29 0.48 127 0.38 0.23

H30 0.36 127 0.28 0.21

R1 0.29 127 0.23 0.17

R2 0.33 128 0.26 0.15

R3 0.21 128 0.16 0.15

※平均値：類似団体区分[Cc1]に該当する団体の平均値。
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2.3.3 経営比較分析表（令和 3年度） 

令和 3 年度経営比較分析表を次に示します。 

表 2.18 令和 3 年度経営比較分析表 

 

 

※　「経常収支比率」、「累積欠損金比率」、「流動比率」、「有形固定資産減価償却率」及び「管渠老朽化率」については、法非適用企業では算出できないため、法適用企業のみの類似団体平均値及び全国平均を算出しています。

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

2. 老朽化の状況について

2. 老朽化の状況

全体総括

熱海市公共下水道事業は、経営健全化を図るために
事業規模の縮小や経費の節減、人員削減による人件
費の抑制、借入金の早期返済等に取り組んできた結
果、①経常収支比率は類似団体の平均値を上回って
おり、過去5年100％以上を維持しています。
　③流動比率は毎年経営の改善を続けてきたことに
より類似団体及び全国の平均値を上回っておりま
す。比率は100％を下回っておりますが、これは建
設改良費等に充てられた企業債等が流動負債の半分
以上を占めているもので、将来的には償還の原資を
下水道収益により得ることを予定しているため支払
能力が低いことを表しているものではありません。
　④企業債残高対事業規模比率は減少傾向にあり、
今後も単年度中の企業債借入額が償還額を下回るた
め全体的な傾向としては減少していく見込みです。
　⑤経費回収率は類似団体と比べて高く、使用料で
回収すべき経費を使用料で賄えている状況です。
　⑥汚水処理原価については、類似団体の平均値よ
り低く抑えられているものの、今後、更に低減でき
るように努めていきます。
　⑦施設利用率は類似団体の平均値を大幅に下回っ
ていることから施設更新の際には施設の効率化を図
るように計画しています。
　⑧水洗化率は類似団体の平均値を下回っているこ
とから、公共下水道への接続を促し、引き続き使用
人口の増加を目指していきます。

昭和27年度より整備を始めた管渠は、老朽化により
順次更新を進めていますが、未整備地域への管渠布
設工事も並行して行っていることから、更新整備は
進んでいない状況です。①有形固定資産減価償却率
と②管渠老朽化率は、類似団体及び全国の平均値を
上回っており、年々増加傾向にあります。これは昭
和40年代から急激に整備された管渠が順次耐用年数
を迎えるため、今後は早急に対応していく必要があ
ります。③管渠改善率について、令和３年７月に発
生した伊豆山土石流災害の復旧工事を優先したため
予定していた管渠更新工事の繰越等が影響し、類似
団体の平均値は上回るものの、過去４年の値を下回
る結果となりました。引き続きストックマネジメン
ト計画に基づき計画的かつ効率的に管渠の改築事業
及び適切な維持管理を進めていきます。

経営の健全化に取り組んできたことにより、類似団
体と比較しても健全な経営が出来ていると考えられ
ますが、管渠老朽化の増加に伴う更新費用の増額や
新型コロナウイルス感染症の影響による下水道使用
料の減収、更には処理区域内人口の減少や節水志向
による有収汚水量の減少が懸念されることから経営
環境は厳しさが続くものと予測されます。
　今後も、計画的かつ効率的に管渠の改築事業や適
切な維持管理を進めるとともに、一層の事務の効率
化による経費の節減や普及促進を図ることにより収
益を上げ、経営の健全化に努めていきます。

23,933 7.88 3,037.18 【】 令和3年度全国平均- 79.03 68.43 102.82 3,087

処理区域内人口(人) 処理区域面積(km2) 処理区域内人口密度(人/km2) － 類似団体平均値（平均値）資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 有収率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円)

35,167 61.77 569.32 ■ 当該団体値（当該値）法適用 下水道事業 公共下水道 Cc1 非設置

管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例

静岡県　熱海市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分

0.00
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0.40

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 0.38 0.28 0.23 0.26 0.16

平均値 0.23 0.21 0.17 0.15 0.15

95.00

100.00
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120.00

125.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 120.95 110.12 113.25 119.14 121.86
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60.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 48.21 50.35 51.14 51.63 52.72

平均値 29.50 30.60 29.23 20.78 23.54

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 11.61 13.43 16.21 19.56 20.62

平均値 1.92 1.83 1.37 1.34 1.50

①経常収支比率(％)

0.00

5.00

10.00
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20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 39.08 41.56 34.40 18.36 18.01
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60.00
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500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 651.16 615.82 593.27 609.41 570.03

平均値 799.11 768.62 789.44 789.08 747.84

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 100.00 99.69 100.00 100.00 100.00

平均値 87.69 88.06 87.29 88.25 90.17

155.00

160.00

165.00

170.00

175.00

180.00

185.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 165.93 167.11 166.48 168.49 169.36

平均値 180.07 179.32 176.67 176.37 173.17

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

70.00

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 36.38 35.88 36.63 30.08 31.18

平均値 58.40 58.00 57.42 56.72 56.43

86.00

86.50

87.00

87.50

88.00

88.50

89.00

89.50

90.00

90.50

91.00

91.50

H29 H30 R01 R02 R03

当該値 87.97 87.94 87.95 87.94 88.04

平均値 89.68 89.79 90.42 90.72 91.07

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対事業規模比率(％)

⑤経費回収率(％) ⑥汚水処理原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧水洗化率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管渠老朽化率(％) ③管渠改善率(％)

【107.02】 【3.09】 【71.39】 【669.11】

【95.72】【59.99】【134.98】【99.73】

【38.17】 【6.54】 【0.24】
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2.4 下水道施設の状況 

本市の下水道施設の整備状況は表 2.19 に示すとおりです。管路は約 128km が整備済、ポンプ

場および処理場についても整備済であり、今後は主に未整備地区の面整備事業（管路・マンホー

ルポンプの新設）、老朽化施設の改築事業、地震・津波対策事業を進めていく方針です。 

 

表 2.19 下水道施設の整備状況（令和 4 年 3 月 31 日現在） 

 

 

 

 

 

図 2.12 熱海市の下水道施設（処理場・ポンプ場・幹線管路） 

熱海処理区 泉処理区 全体

117.81km 10.62km 128.43km

1箇所 ― 1箇所

 敷地面積

 供用開始

 下水道排除方式

 処理方法

 水処理能力

 敷地面積

 供用開始

 計画揚水量

 敷地面積

 供用開始

 計画揚水量

項目

　管路延長

　マンホールポンプ

熱海市浄水
管理センター

伊豆山浜
中継ポンプ場

　処理場・ポンプ場

58,230m2

昭和60年7月

分流式

平成15年12月

（時間最大）7.79m
3
/分

標準活性汚泥法

（日最大）45,000m3/日

867.14m2

平成15年6月

（時間最大）5.90m3/分

2,219.93m2

南熱海
中継ポンプ場

熱海市浄水管理センター 伊豆山浜中継ポンプ場 

南熱海中継ポンプ場 南熱海幹線 
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3 将来の事業環境 

3.1 処理区域内人口の予測 

処理区域内人口は、行政人口の動向を踏まえた上で算出します。 

行政人口は、過年度推移と整合が取れている国立社会保障・人口問題研究所の推計値（Ｈ30.3）

を採用します。当市の人口は昭和 40 年をピークに減少しており、今後も減少が続くと予想されま

す。計画期間では令和 5 年度から令和 14 年度までの 10 年間で 5,600 人（17％）、長期的には 30

年後の令和 34 年度までの 30 年間で 15,700 人（47％）減少すると見込んでいます。 

整備人口は、下水道事業計画区域内において今後行う下水道整備面積（0.6ha/年を想定）を勘

案し算定しており、行政人口の減少に伴い、整備人口は減少していく見込みとしています。その

ため、整備人口は、令和 14年度までに約 3,650 人（16％）、長期的には令和 34 年度までに約 10,250

人（45％）の減少が見込まれますが、行政人口の減少よりもわずかに緩やかとなります。 

 

 

図 3.1 処理区域内の整備人口の予測 
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3.2 有収汚水量の予測 

有収汚水量は流入汚水量を推計し、有収率を乗じることにより算出します。本市においては、

面整備および水洗化の推進により若干の増加が見込まれる一方で、少子高齢化による人口減少の

影響が大きく、日平均汚水量は令和5年度から令和14年度までの10年間で熱海処理区約1,550m3/

日（10％）、泉処理区約 90m3/日（10％）の減少が見込まれます。長期的には 30 年後の令和 34 年

度までの 30 年間で熱海処理区約 4,400m3/日（28％）、泉処理区約 240m3/日（27％）減少すると見

込んでいます。 

なお、有収率は令和 3 年度実績で熱海処理区 97.1％、泉処理区 100％と高い値を示しており、

将来も同程度の値で推移すると想定した結果、将来有収汚水量は、日平均汚水量と同程度の減少

が見込まれます。 

 

 

図 3.2 熱海処理区の日平均汚水量と有収汚水量の推移 

 
図 3.3 泉処理区の日平均汚水量と有収汚水量の推移 
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3.3 使用料収入の見通し 

3.3.1 使用料設定の考え方 

本市の下水道事業は地方公営企業法に基づき運営しており、使用料設定の考え方としては、総

括原価方式としています。総括原価方式は、汚水処理に必要な費用を必要な分だけ徴収するとい

う考え方になります。 

具体的には、下水道サービスを提供するために必要な費用（維持管理費・減価償却費・支払利

息）を使用料対象経費と考え、当該経費について、見込まれる使用料収入で賄っていくという考

え方になります。 

なお、将来の改築及び地震対策などの需要が増大することが見込まれる場合には、使用者負担

の期間的な公平などを確保する観点から、健全な下水道経営を継続していくための費用として「資

産維持費」を計上し、これを含めて使用料対象経費とする必要があります。 

総括原価方式は、今後の料金算定の基礎となる費用や根拠が分かり易く、また過大な利益ある

いは損失を生じることなく適正な原価を回収できるといったメリットがあります。 

 

 

図 3.4 総括原価方式の基本的な考え方 

 

  

 

 

  

健全な経営を確保する
ために必要な費用

支払利息減価償却費維持管理費

使用料対象経費＝総括原価

将来の改築や地震対策等の需要の増大が見込まれる場合、使用者負担の期間的

な公平性の確保の観点から必要となる費用

⇒「資産維持費」と呼ばれる。



 

25 

3.3.2 使用料収入の見通し 

使用料収入の推計は、有収汚水量を基に使用料単価(＝使用料収入/有収汚水量)を乗じて算出

しています。現在は下水道使用料以外の一般会計からの繰入金等により支出を賄っている状況で

す。老朽施設の改築および地震対策等の推進により減価償却費や支払利息の増大が見込まれる一

方、少子高齢化の進展や節水志向による有収汚水量の減少が見込まれるため、下水道使用料は減

少傾向であり、収入不足が懸念されます。 

そのため、投資・財政計画（収支計画）については、純利益を確保するため、4 年毎に使用料の

見直しを行います。短期的には令和 7 年度に 12％、中期的には令和 11 年度に 17％の使用料改定

を行い、収入の不足を補います。 

なお、使用料改定については、使用料のほか、企業債、一般会計からの繰入金等の各種財源お

よび、資本的支出の補塡財源である内部留保資金の状況も考慮し、使用料水準の適正化を図りま

す。 

 
図 3.5 令和 3 年度収支結果（令和 3 年度決算ベース） 

 

 

図 3.6 使用料収入の見通し 

 

 

  

維持管理費

等

支払利息等

職員給与費等

原価償却費

等

その他費用

下水道

使用料

他会計

繰入金

長期前受

金戻入

その他収入

収益的収支
支出：1,573百万円

収入：1,908百万円

建設改良費

等

企業債償還金

等

国補助金

企業債

受益者負担金

他会計繰入金

資本的収支
支出：1,358百万円

収入： 652百万円

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

（百万円）

維持管理費 減価償却費 支払利息 職員給与費 使用料収入(改定無し) 使用料収入(改定有り)



 

26 

3.4 施設の見通し 

 今後の下水道事業の予定は次のとおりです。 

 面整備は熱海処理区を中心に継続して整備を進めます。管路、浄水管理センター、ポンプ場の

改築は、定期的な点検調査結果に基づく優先度に応じて、老朽化の進行する施設や設備を特定し、

計画的に実施します。地震・津波対策は、早期に各施設の処理機能を維持できる対策を実施しま

す。また、事業効率の向上を図るため、不明水対策に着手します。 

 

表 3.1 計画期間における下水道事業の予定 

 

 

 

 

  

（単位：百万円）

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

★汚水処理整備計画（アクションプラン）見直し

0.6ha/年のペース(アクションプランを基に事業状況を踏まえて調整)で面整備を実施⇒

33     33     33     41     53     47     33     33     33     33     

★ストックマネジメント計画見直し ★ストックマネジメント計画見直し

5年に1回の点検調査結果に基づき老朽化の進行した管路を改築⇒

130    153    93     61     77     77     107    97     85     137    

★ストックマネジメント計画見直し ★ストックマネジメント計画見直し

5年に1回の調査と計画見直しにより老朽化の進行した設備等を改築⇒

560    348    433    532    362    357    446    389    405    459    

液状化の危険性が高い管路の耐震化、浄水管理センターの耐震化⇒

132    170    226    165    283    211    527    465    465    343    

★伊豆山地区災害対策 ★自家発電気設備（南熱海中継ポンプ場）の整備

130    5      60     60     

★雨天時侵入水対策計画策定

雨天時浸入水の調査と対策計画⇒

20     10     5      5      5      5      5      

合計 985    704    785    819    790    757    1,178  989    993    977    

その他災害対策

不明水対策

施策
【関連計画】

計画期間

面整備
【汚水処理整備計画】

【(アクションプラン)】

改築
（管路）

【ストックマネジメント
計画】

改築
（処理場・ポンプ場）
【ストックマネジメント

計画】

地震・津波対策
【総合地震対策計画】

★総合地震
　対策計画
　見直し

★総合地震
　対策計画
　見直し
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3.5 組織の見通し 

図 3.7 に示すとおり、本市の下水道事業に携わる職員数は過去 10 年間で徐々に減少していま

す。 

今後も安定した下水道事業を継続して実施していくためには、一定の職員数を確保することが

必須であるため、将来的にも現状の職員数を確保しつつ、民間委託も活用しながら実務の効率化

を図り、職員の能力向上のための育成や研修の充実化を図っていくことが必要です。 

 

 

図 3.7 下水道事業に携わる職員数の推移 
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4 経営の基本方針 

4.1 将来の経営課題 

 本市における将来の経営課題は次のとおりです。 

 

（1）使用料収入の減少 少子高齢化社会の進行や節水機器の普及による有収汚水量の減少が

続き、将来もこの傾向は続く見通しであるため、面整備による増加分よ

りも、人口減少及び 1 人当たりの使用水量が減少する影響が大きく、 

使用料収入も減少していくと想定されます。 

毎年の使用料収入は、現状の使用料体系で試算すると、令和 3 年度

の約 10.2 億円から令和 14 年度には約 8.9 億円となり、13％減少する

見通しです。 

（2）機能維持に伴う 

建設費の増加 

これまでに建設した管路や浄水管理センター及びポンプ場の機械・

電気設備が耐用年数を迎えており、適宜改築を進めている状況です。 

 並行して地震対策も進めていく必要があり、事業量が増大し、建設費

がかさんでいくことから、各事業の効率的な建設計画の下、無駄のない

投資をしていく必要があります。 

（3）危機管理の強化 今後想定される巨大地震などの災害が発生した場合に、被害を最小

限にとどめ、事業が継続できるように、地震・津波対策を進め、災害対

応時の組織体制を確立する必要があります。 

（4）財源の確保 必要な事業を確実に進めつつ、下水道経営の安定化に向けて取り組

んでいくためには、下水道使用料や一般会計繰入金などの財源につい

て、適正化に努めていく必要があります。 

（5）汚水処理の効率化 効率的な施設運営や雨天時侵入水の削減による汚水処理費用の削減

を図りつつ、接続率の向上による有収汚水量増加に取り組み、汚水処理

原価の低減に努める必要があります。 

（6）組織の適正化 事業の継続や組織の適正化、技術知識の継承を図るため、現状の体制

を確保しつつ、民間活力の導入や人材の育成を図り、事業規模に見合っ

た組織体制を構築していく必要があります。 
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4.2 基本方針 

「第五次熱海市総合計画」において目指すべき将来都市像は、「共に創り 未来へつなぐ 湯の

まち 熱海」と定められています。この将来都市像実現に向けた基本目標のうち、下水道事業は

「地域の特性に応じた機能的なまち」を実現するため、計画的な施設の維持管理と生活排水の適

正処理により、良質な自然環境の確保や公共用水域の水質の保全を図ることとされています。 

本市の下水道事業は、総合計画における基本理念を踏まえ、基本目標の達成に向けて、経営に

係る基本方針を以下のように定めます。 

 

 

図 4.1 下水道事業経営戦略の基本方針 
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4.3 取り組みの方向性 

 基本方針に基づく取り組みの方向性は次のとおりです。 

基本方針 

【関連計画】 

取り組みの方向性 

下 水 道 整 備 の 推 進 

【汚水処理施設整備計

画（アクションプラン）】 

施策①：整備率の向上 

 投資効果、将来負担額、投資費用の平準化、市民ニーズのバラン

スに配慮した整備を行います。 

下水道施設の機能維持 

【ストックマネジメン

ト計画】 

施策➁：管路の老朽化対策 

 今後、増加していく見通しである老朽管について、計画的な調査・

点検を行い、効率的な管路の改築・修繕を実施します。 

施策③：処理場・ポンプ場設備の効率的な改築と施設管理 

耐用年数を経過した各設備について、耐用年数の他に劣化状況も

踏まえ、総合的な観点から判断し、効率的・効果的な改築を実施し

ます。また、今後は汚水量の減少が見込まれるため、施設の改築の

際には、設備の能力が適正か判断し、合理化やダウンサイジングの

検討を行います。 

危 機 管 理 の 強 化 

【総合地震対策計画】 

【 下 水 道 B C P 】 

施策④：重要な管路の耐震化 

総合地震対策計画に基づき、重要な管路施設のうち、液状化等に

よる被害が想定される管路を中心に耐震補強を行い、大規模地震発

生に備え強靭化を図ります。 

施策⑤：処理場・ポンプ場の耐震化・耐水化 

 浄水管理センターの耐震診断を実施し、計画的な耐震化を図りま

す。津波による耐水化対策については、施設の被害想定に基づき、

機能の早期復旧が可能な対策を実施します。 

施策⑥：災害時や停電時の対応や組織体制の強化 

 下水道 BCP に基づき、災害発生時に迅速な対応が可能となるよう、

必要に応じて計画及び各種マニュアルを見直します。地震時や風水

害時にも、適確な対応ができるよう、委託業者や協定企業などと連

携し、施設の破損や停電等の災害発生を想定した訓練を実施するな

どの、緊急時の組織体制強化に努めていきます。 

健 全 な 事 業 経 営 施策⑦：水洗化の促進及び不明水の削減 

整備済地域内を対象に広報活動を強化し、水洗化の促進に努めま

す。雨天時浸入水調査に基づく効率的な管路の改築を推進すること

で、不明水を減少させ、汚水処理の効率化を図っていきます。 

施策⑧：財源の適正化 

 使用料収入は、今後の支出状況に合わせ、段階的な改正を検討し

ます。一般会計からの繰入金についても、国の示す地方公営企業に

対する繰出基準により算出される額の繰り入れを確保しつつ、地方

公営企業の独立採算の原則に基づき、基準外の繰り入れについては、

その適正化に努めます。 

施策⑨：職員の能力向上 

本市の下水道事業は、最少の職員配置の下で効率的な事業実施に

努めていますが、社会情勢の変化にも対応しつつ事業を継続してい

くために、積極的な情報収集を行いつつ、職員の育成や研修の充実

化を図っていきます。 
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5 投資・財政計画（収支計画） 

5.1 投資計画 

5.1.1 投資に関する経営目標 

 投資に関する経営目標は次のとおりです。 

 

投資に関する経営目標 

  効率的な下水道の普及を進めつつ、既存の下水道施設の機能維持や強靭化に努めます。 

  各種対策の優先度を踏まえた上で、極力、建設改良費の平準化を図り、効率的かつ確実な

下水道事業の実施を図ります。 

 

5.1.2 投資計画 

建設改良費は、図 5.1 に示すとおり、令和 5 年度から令和 14 年度の 10 年間で約 92 億円が必

要と試算しています。 

建設事業としては、複数の事業を並行して計画的に実施していく必要がありますが、直近 5 年

間の建設改良費は概ね 8億円程度とし、将来の投資費用も単年度の費用負担が突出しないよう可

能な限り平準化を行い、近年の状況からみても投資可能な費用の範囲内に収まるよう計画してい

ます。 

 

 

図 5.1 建設改良費の推移 
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5.2 投資以外の経費に関する計画 

収支計画のうち、投資以外の経費の考え方は次のとおりとしています。 

 

職 員 給 与 費 職員給与費は、現況の職員数 8 人（技術職 5 人、事務職 3 人）を維持し

ていく方針とし、現況と同程度の費用を見込んでいます。 

動 力 費  動力費については、包括的民間委託に含まれており、原油価格などの影

響により、変動要因はありますが、将来流入汚水量の推移に合わせて変動

していくと想定し、処理場委託費を令和 5 年度から令和 14 年度で約 33 億

円と試算しています。修繕費については、一部包括的民間委託に含んでい

るものの、一定額以上の修繕工事については市が行うこととしており、今

後継続して下水道事業を実施していくうえで、変動要素がないため実績ベ

ースで推移すると想定し、令和 5 年度から令和 14 年度で約 6 億円と試算し

ています。 

修 繕 費 

減 価 償 却 費 今後の改築事業および地震・津波対策事業により増加していく見込みで

あり、令和 5 年度から令和 14 年度で約 88 億円と試算しています。 

支 払 利 息 過年度分に対する支払利息の減少の影響で、令和 12 年度までは減少しま

すが、今後の改築事業および地震・津波対策事業の推進に伴い、その後は

増加する見込みであり、令和 5 年度から令和 14 年度で約 8 億円と試算して

います。 

そ の 他 経 費 現時点において把握している原油価格等に伴う物価上昇分について計上

しているため、今後増加していく見込みであり、令和 5 年度から令和 14 年

度で約 54 億円と試算しています。 
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5.3 財政計画 

5.3.1 財源に関する経営目標 

 財政に関する経営目標は次のとおりです。 

 

財源に関する経営目標 

  下水道使用料および企業債は事業経営に見合った財源を確保し、一般会計からの繰入金に

ついても、国の示す地方公営企業に対する繰出基準により算出される額の繰り入れを確保

することで、財源の適正化を図ります。 

 

5.3.2 財政計画 

（1）収益的収支の見通し 

財源としては使用料収入、一般会計からの繰入金、長期前受金戻入額となりますが、財源の適

正化を図るため、令和 7 年度より段階的な使用料改定を実施する前提の収支計画を策定しました。 

現状のままでは、当年度純利益は年々減少し、令和 7 年度には損失が発生する見通しであるた

め、使用料改定により毎年約 1 億円程度の利益を確保し、下水道事業経営の安定化に向けた取り

組みを進めていくことが必要となります。 

なお、一般会計からの繰入金についても、国の示す地方公営企業に対する繰出基準により算出

される額の繰り入れを確保します。 

 長期前受金戻入額は大きな変動はなく毎年約 4億円程度で推移していく計画としています。 

 

 

図 5.2 収益的収支の見通し 
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（2）資本的収支 

 財源としては企業債、国補助金等があります。 

建設改良費は、令和 14 年度までは改築事業と地震・津波対策事業で全体の約 90％を占めてい

ますが、適正な基準に基づく企業債発行及び国補助金の交付を受け、並行して事業を進めていく

予定です。 

なお、一般会計からの繰入金についても、国の示す地方公営企業に対する繰出基準により算出

される額の繰り入れを確保します。 

 また、資本的収支における不足額（収入－支出）は、主に内部留保資金で補塡しますが、改定

案において他会計出資金（一般会計繰入金：基準外）を減額させることによる不足額は、収益的

収支における使用料改定に伴う利益剰余金により補塡する計画です。 

 

 

図 5.3 資本的収支の見通し 
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（3）企業債 

 企業債残高については、令和 5 年度をピークに当面は年々減少しており、今後、総合地震対策

計画に基づく耐震化事業等必要な投資を見込んでも、令和 14 年度には約 40％減少し、約 32 億円

になる見込みです。また、同様な理由で企業債元金償還金についても、約 6 億 6 千万円から約 3

億 6 千万円に減少する見込みです。 

 

 

図 5.4 企業債償還金と企業債残高の見通し 
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5.4 収支計画表 
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6 今後の取り組み方針 

6.1 投資に関する取り組み方針 

 本市の投資に関する今後の取り組み方針は次のとおりとします。 

 

投資に関する取り組み方針 

方針 1：民間活力の活用 

    現在の処理場及びポンプ場の包括的民間委託は継続するとともに、処理場・ポンプ場

施設及び管路施設の改築事業についてはPPP/PFI事業方式の導入について適宜検討し

ます。 

方針 2：投資の平準化 

持続可能な下水道事業を実施していく中で、経営状況を踏まえながら、選択と集中に

より事業の優先度を見極め、投資の平準化を図っていきます。 

方針 3：面整備の推進および効率化 

投資の平準化を図りつつ市民ニーズに配慮し、投資効果の高い区域を優先に効率的な

面整備を推進します。 

方針 4：施設・設備のダウンサイジング 

今後、人口減少や節水機器の普及により、汚水量の減少が見込まれるため、改築時期

を迎えた施設は、設備の能力が適正か判断し、合理化の検討を行います。 

方針 5：下水道計画の定期的な見直し 

    今後の基本計画見直し（概ね 10 年毎）および事業計画の変更（概ね 5 年毎）におい

て、 効率的な下水道整備区域を検討していく予定です。 

 

6.2 投資以外の経費に関する取り組み方針 

本市の投資以外の経費に関する今後の取り組み方針は次のとおりとします。 

 

投資以外の経費に関する取り組み方針 

方針 1：維持管理の最適化 

    処理場及びポンプ場の包括的民間委託について、定期的な委託内容のモニタリングと

評価検証を実施し、より効率的な性能発注を行い、維持管理費（動力費、薬品費等）

の低減を図ります。管路施設についても PPP/PFI 事業方式導入について検討します。 

方針 2：組織体制の維持（職員給与費） 

限られた人員配置・定数の下、現状の体制を確保しつつ、職員給与費の適正化に努め

ていきます。 

方針 3：委託費の最適化 

今後の経営状況を見据えながら、必要に応じて発注手法および委託期間の検討を行

い、委託費の抑制に努めていきます。 

方針 4：水洗化の促進および不明水の削減 

広報活動を強化することによる水洗化の促進および、雨天時侵入水調査に基づき効率

的に管路の改築を推進し、不明水を減少させ、汚水処理の効率化を図っていきます。 
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6.3 財源に関する取り組み方針 

本市の財源に関する今後の取り組み方針は次のとおりとします。 

 

財源に関する取り組み方針 

方針 1：使用料の改定 

    公共下水道事業の安定経営を確保するため、原則 4 年ごとに使用料の見直しを行い、

使用者（受益者）の理解を得つつ、段階的な使用料改定を行うことで、急激な負担増

加を抑えた、適正な使用料水準とします。 

方針 2：資産活用 

浄水管理センターにおける余剰エネルギーの利活用および資産の有効活用について

検討します。 

方針 3：一般会計繰入金の適正化 

一般会計からの繰入金について、国の示す地方公営企業に対する繰出基準により算出

される額の繰り入れを確保しつつ、地方公営企業の独立採算の原則に基づき、基準外

の繰り入れについては、その適正化に努めます。 
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7 経営戦略の事後検証、改定など 

7.1 経営戦略の検証 

経営戦略は策定後、概ね 5 年毎に見直しを行います。見直しにあたっては、これまでの事業の

経営分析を行い、中長期的な視点に立った事業最適化の検証を行った上で、当面の経営戦略を策

定します。 

 

7.2 情報発信 

経営戦略の改定を行った際は、本市のホームページ、「広報あたみ」などの各媒体にて公表し、

速やかに市民へお知らせします。 

 

7.3 PDCAの実践 

図 7.1 に示すとおり、今回策定した経営戦略（Plan）に基づき、下水道事業の実施及び事業運

営を行っていく中で（Do）、収支計画表と実績との比較検証を実施しつつ（Check）、その結果を次

の経営戦略見直しに反映していく（Action）という PDCA サイクルを構築していきます。 

併せて、各種関連計画の見直しも実施しつつ、経営の安定化に向けた取り組みを進めていきま

す。 

 

 

図 7.1 下水道事業経営戦略の PDCA サイクル 

 

  



 

41 

8 ロードマップ 

本市の経費回収率は、現状において 100％を維持できています。今後、改築・耐震対策事業を

中心に必要不可欠な投資が必要となりますが、普及率の増加、水洗化率向上の取り組み推進等と

共に、適切な使用料改定を行うことで、経費回収率 100％を維持します。 

 

表 8.1 経費回収率の維持・向上に向けたロードマップ 

 
 

 

R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

★汚水処理整備計画（アクションプラン）見直し

0.6ha/年のペース(アクションプランを基に事業状況を踏まえて調整)で面整備を実施⇒

★ストックマネジメント計画見直し ★ストックマネジメント計画見直し

5年に1回の点検調査結果に基づき老朽化の進行した管路を改築⇒

★ストックマネジメント計画見直し ★ストックマネジメント計画見直し

5年に1回の調査と計画見直しにより老朽化の進行した設備等を改築⇒

液状化の危険性が高い管路の耐震化、浄水管理センターの耐震化⇒

★伊豆山地区災害対策 ★自家発電気設備（南熱海中継ポンプ場）の整備

★雨天時侵入水対策計画策定

雨天時浸入水の調査と対策計画⇒

経費回収率 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

条例改定
作業

使用料
改定
+12％

経営戦略
の見直し

条例改定
作業

使用料
改定
+17％

経営戦略
の見直し
条例改定

作業

取組方針

面整備

改築
（管路）

改築
（処理場・ポンプ場）

地震・津波対策

その他災害対策

不明水対策

★総合地震対策
　計画見直し

★総合地震対策
　計画見直し

事業
予定

項目

経営目標


